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(57)【要約】
【課題】本発明の毛髪化粧料組成物及びその使用方法は
、毛髪の染色、脱色又は脱染に用いられる毛髪化粧料組
成物の混合性を向上させる。
【解決手段】毛髪の染色、脱色又は脱染に用いられる本
発明の毛髪化粧料組成物は、複数の液状の剤同士を混合
して振とうにより発泡させることによって得られる泡状
の剤型で毛髪に適用される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の剤からなる染毛剤又は毛髪脱色・脱染剤として構成される毛髪化粧料組成物であ
って、複数の液状の剤同士を混合して振とうにより発泡させることによって得られる泡状
の剤型で毛髪に適用されることを特徴とする毛髪化粧料組成物。
【請求項２】
　前記振とうによる発泡は、１５０～１５００ｍＬの内容量を有する液密に閉塞可能な容
器を用いて行われること特徴とする請求項１に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項３】
　前記液状の剤の少なくとも一つは、２０００ｍＰａ・ｓ以下の粘度を有することを特徴
とする請求項１又は請求項２に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項４】
　前記毛髪化粧料組成物は、アンモニア及びアンモニウム塩から選ばれる少なくとも一種
を含有し、前記液状の剤の少なくとも一つは、乳化状の剤であることを特徴とする請求項
１から請求項３のいずれか一項に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の毛髪化粧料組成物の使用方法であって、
　複数の液状の剤同士を容器内で混合して振とうにより発泡させることによって泡状の剤
型に毛髪化粧料組成物を形成する工程と
　得られた泡状の剤型の毛髪化粧料組成物を手で直接容器から取り出して毛髪に塗布する
工程と
からなることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、泡状の剤型で毛髪に適用されることにより毛髪を染色、脱色又は脱染する毛
髪化粧料組成物及びその使用方法に関し、さらに詳しくは、混合性に優れる毛髪化粧料組
成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　毛髪の染色、脱色又は脱染に用いられる毛髪化粧料組成物として、例えば、アルカリ剤
を含有する第１剤と、酸化剤を含有する第２剤とから構成され、使用時の剤型が泡状（フ
ォーム状）のものが知られている。こうした泡状の剤型で使用される毛髪化粧料組成物は
、液状の剤型で使用される毛髪化粧料組成物に比べて、液だれの心配が少なく、毛髪への
塗布性及び使用感が良好であるという特徴を有する。従来の毛髪化粧料組成物が例えば特
許文献１～３に開示されている。
【０００３】
　特許文献１は、噴射剤、例えばＬＰＧを使って使用時に泡状の剤型に調製されるエアゾ
ール式泡沫状酸化染毛剤組成物について開示する。特許文献２は、可撓性の合成樹脂容器
、吸引用ディップチューブ、及び発泡吐出手段からなるスクイズフォーマーを使って使用
時に泡状の剤型に調製される二剤式の染毛用又は脱色用組成物について開示する。特許文
献３には、第１剤と第２剤とを含む内溶液の入ったスクイズ式泡吐出容器を振ることによ
り、内溶液に空気を混合して内溶液を発泡させ、それをネット又は多孔質体からなる泡均
質化手段を通過させてスクイズすることで泡状の剤型の毛髪化粧料組成物を形成すること
が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０９－１３６８１８号公報
【特許文献２】特開２００８－２９１０２０号公報



(3) JP 2012-6981 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

【特許文献３】特開２００９－１５４８８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、特許文献１のエアゾール式泡沫状酸化染毛剤組成物は、主として缶体に充填
されるため、廃棄処理の観点から好ましくないという問題があった。
　特許文献２の二剤式の染毛用又は脱色用組成物は、２つの剤を混合して泡立ててから吐
出されるわけではないため、混合不良が起こる場合があった。
【０００６】
　特許文献３の泡状の毛髪化粧料組成物は、第１剤と第２剤の一方が粉末状の剤で他方が
液状の剤であるときに、混合不良が起こる場合があった。この混合不良は、特に低温雰囲
気下で起こりやすい。これは、粉末状の剤の溶解性が低下することと、泡の発生により混
合性が低下することが原因である。
【０００７】
　本発明は、発明者らによる鋭意研究の結果、使用時に複数の液状の剤同士を混合し、振
とうにより発泡させる発泡操作によって混合性が向上することを見出したことに基づくも
のである。
【０００８】
　本発明の目的とするところは、毛髪の染色、脱色又は脱染に用いられる毛髪化粧料組成
物の混合性を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の態様によれば、複数の剤からなる染毛剤
又は毛髪脱色・脱染剤として構成される毛髪化粧料組成物であって、複数の液状の剤同士
を混合して振とうにより発泡させることによって得られる泡状の剤型で毛髪に適用される
毛髪化粧料組成物が提供される。
【００１０】
　前記態様において、好ましくは、前記振とうによる発泡は、１５０～１５００ｍＬの内
容量を有する液密に閉塞可能な容器を用いて行われる。好ましくは、前記液状の剤の少な
くとも一つは、２０００ｍＰａ・ｓ以下の粘度を有する。好ましくは、前記毛髪化粧料組
成物は、アンモニア及びアンモニウム塩から選ばれる少なくとも一種を含有し、前記液状
の剤の少なくとも一つは、乳化状の剤である。
【００１１】
　本発明の第２の態様によれば、複数の液状の剤同士を容器内で混合して振とうにより発
泡させることによって泡状の剤型に毛髪化粧料組成物を形成する工程と、得られた泡状の
剤型の毛髪化粧料組成物を手で直接容器から取り出して毛髪に塗布する工程とからなる毛
髪化粧料組成物の使用方法が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、毛髪の染色、脱色又は脱染に用いられる毛髪化粧料組成物の混合性を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る毛髪脱色・脱染剤を含む毛髪化粧用品の使用方法を示
す説明図。（ａ）は使用前の毛髪脱色・脱染剤の第１剤と第２剤を収容した容器を示す図
。（ｂ）は第１剤と第２剤を容器の容器本体に投入している図。（ｃ）は容器本体に蓋体
を装着して容器を上下に振っている図。（ｄ）は容器本体内の泡状の毛髪脱色・脱染剤を
手で直接取り出して毛髪に塗布するために容器本体から蓋体を取り外した図。
【図２】図１の容器の断面図。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の毛髪化粧料組成物を２剤式の毛髪脱色・脱染剤及び３剤式の毛髪脱色・
脱染剤に具体化した第１実施形態について説明する。
【００１５】
　＜２剤式の毛髪脱色・脱染剤＞
　２剤式の毛髪脱色・脱染剤は、例えば、少なくともアルカリ剤を含有する第１剤と、少
なくとも酸化剤を含有する第２剤とから構成される。この毛髪脱色・脱染剤は、第１剤と
第２剤を混合して振とうにより発泡させることによって泡状の剤型とした後、毛髪の脱色
又は脱染のために毛髪に適用される。
【００１６】
　＜２剤式の毛髪脱色・脱染剤の第１剤＞
　第１剤は、アルカリ剤の他に、例えば可溶化剤を含有する。
　アルカリ剤は、第２剤に含有される酸化剤の作用を促進することにより、毛髪の脱色効
果又は脱染効果を向上する働きをする。使用されるアルカリ剤の例としては、アンモニア
、アルカノールアミン、ケイ酸塩、炭酸塩、炭酸水素塩、メタケイ酸塩、硫酸塩、塩化物
、及びリン酸塩が挙げられる。アルカノールアミンの具体例としては、例えばモノエタノ
ールアミン、及びトリエタノールアミンが挙げられる。ケイ酸塩の具体例としては、例え
ばケイ酸ナトリウム、及びケイ酸カリウムが挙げられる。炭酸塩の具体例としては、例え
ば炭酸ナトリウム、及び炭酸アンモニウムが挙げられる。炭酸水素塩の具体例としては、
例えば炭酸水素ナトリウム、及び炭酸水素アンモニウムが挙げられる。メタケイ酸塩の具
体例としては、例えばメタケイ酸ナトリウム、及びメタケイ酸カリウムが挙げられる。硫
酸塩の具体例としては、例えば硫酸アンモニウムが挙げられる。塩化物の具体例としては
、例えば塩化アンモニウムが挙げられる。リン酸塩の具体例としては、例えばリン酸第１
アンモニウム、及びリン酸第２アンモニウムが挙げられる。これらの中で、脱色効果の向
上の観点から、アンモニア及びアンモニウム塩が好ましく使用される。
【００１７】
　アルカリ剤は、第１剤と第２剤の混合物、すなわち使用時の毛髪脱色・脱染剤のｐＨが
７～１２の範囲となる量で配合されることが好ましい。第１剤と第２剤の混合物のｐＨが
７未満では、第２剤に含まれる酸化剤の作用が十分に促進されないおそれがある。第１剤
と第２剤の混合物のｐＨが１２を超えると、毛髪脱色・脱染剤の塗布により毛髪が損傷を
受けることがある。
【００１８】
　可溶化剤は、第１剤を液状にするために配合される。使用される可溶化剤の例としては
、例えば水及び有機溶媒が挙げられる。有機溶媒の具体例としては、例えばエタノール、
ｎ－プロパノール、イソプロパノール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、メチルカ
ルビトール、エチルカルビトール、ベンジルアルコール、フェネチルアルコール、γ－フ
ェニルプロピルアルコール、ケイ皮アルコール、アニスアルコール、ｐ－メチルベンジル
アルコール、α－ジメチルフェネチルアルコール、α－フェニルエタノール、フェノキシ
エタノール、フェノキシイソプロパノール、２－ベンジルオキシエタノール、Ｎ－アルキ
ルピロリドン、炭酸アルキレン、及びアルキルエーテルが挙げられる。これらの中で、第
１剤中のその他の成分を溶解する能力に優れることから水が好ましく使用される。溶媒と
して水が用いられる場合、第１剤と第２剤の混合物中における水の含有量（使用時の含有
量）は、好ましくは５０質量％以上であり、より好ましくは６０質量％以上である。
【００１９】
　第１剤は、必要に応じて、前述した成分以外の成分、例えば水溶性高分子化合物、油性
成分、多価アルコール、界面活性剤、糖、防腐剤、安定剤、ｐＨ調整剤、植物抽出物、生
薬抽出物、ビタミン、香料、酸化防止剤、紫外線吸収剤、キレート化剤、及び酸化助剤を
さらに含有してもよい。
【００２０】
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　水溶性高分子化合物としては、アニオン性、カチオン性、非イオン性及び両性のいずれ
の高分子化合物を使用することもでき、また天然化合物及び合成化合物のいずれを使用す
ることもできる。アニオン性高分子化合物の具体例として、例えばカルボキシメチルセル
ロースが挙げられる。
【００２１】
　油性成分は、毛髪にうるおい感を付与する役割をする。そのため、第１剤は、好ましく
は油性成分を含有する。油性成分の具体例としては、例えば油脂、ロウ、高級アルコール
、炭化水素、高級脂肪酸、アルキルグリセリルエーテル、エステル、及びシリコーンが挙
げられる。
【００２２】
　油脂の具体例としては、例えばラノリン、オリーブ油、ツバキ油、シア脂、アーモンド
油、サフラワー油、ヒマワリ油、大豆油、綿実油、ゴマ油、トウモロコシ油、ナタネ油、
コメヌカ油、コメ胚芽油、ブドウ種子油、アボカド油、マカダミアナッツ油、ヒマシ油、
ヤシ油、及び月見草油が挙げられる。
【００２３】
　ロウの具体例としては、例えばミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、ホホバ
油、及びラノリンが挙げられる。
　高級アルコールの具体例としては、例えばセチルアルコール（セタノール）、２－ヘキ
シルデカノール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、セトステアリルア
ルコール、オレイルアルコール、アラキルアルコール、ベヘニルアルコール、２－オクチ
ルドデカノール、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、デシルテトラデカノール
、及びラノリンアルコールが挙げられる。
【００２４】
　炭化水素の具体例としては、例えばパラフィン、オレフィンオリゴマー、ポリイソブテ
ン、水添ポリイソブテン、ミネラルオイル、スクワラン、ポリブテン、ポリエチレン、マ
イクロクリスタリンワックス、及びワセリンが挙げられる。
【００２５】
　高級脂肪酸の具体例としては、例えばラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステ
アリン酸、ベヘニン酸、イソステアリン酸、１２－ヒドロキシステアリン酸、オレイン酸
、及びラノリン脂肪酸が挙げられる。
【００２６】
　アルキルグリセリルエーテルの具体例としては、例えばバチルアルコール、キミルアル
コール、セラキルアルコール、及びイソステアリルグリセリルエーテルが挙げられる。
　エステルの具体例としては、例えばアジピン酸ジイソプロピル、ミリスチン酸イソプロ
ピル、オクタン酸セチル、イソノナン酸イソノニル、ミリスチン酸オクチルドデシル、パ
ルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸ステアリル、ミリスチン酸ミリスチル、ミリスチ
ン酸イソトリデシル、パルミチン酸２－エチルへキシル、リシノール酸オクチルドデシル
、１０～３０の炭素数を有する脂肪酸コレステリル／ラノステリル、乳酸セチル、酢酸ラ
ノリン、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ペンタエリスリトール脂肪酸エ
ステル、ジペンタエリスリトール脂肪酸エステル、カプリン酸セチル、トリカプリル酸グ
リセリル、リンゴ酸ジイソステアリル、コハク酸ジオクチル、及び２－エチルヘキサン酸
セチルが挙げられる。
【００２７】
　シリコーンの具体例としては、例えばジメチルポリシロキサン（ジメチコン）、メチル
フェニルポリシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキ
サシロキサン、末端水酸基変性ジメチルポリシロキサン、６５０～１００００の平均重合
度を有する高重合シリコーン、ポリエーテル変性シリコーン（例えば、（ＰＥＧ／ＰＰＧ
／ブチレン／ジメチコン）コポリマー）、アミノ変性シリコーン、ベタイン変性シリコー
ン、アルキル変性シリコーン、アルコキシ変性シリコーン、メルカプト変性シリコーン、
カルボキシ変性シリコーン、及びフッ素変性シリコーンが挙げられる。使用されるシリコ
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ーンは一種類のみであってもよいし、あるいは二種類以上のシリコーンを組み合わせて使
用してもよい。
【００２８】
　多価アルコールの具体例としては、例えばグリコール類及びグリセリン類が挙げられる
。グリコール類の具体例としては、例えばエチレングリコール、ジエチレングリコール、
トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレ
ングリコール、イソプレングリコール、及び１，３－ブチレングリコールが挙げられる。
グリセリン類の具体例としては、例えばグリセリン、ジグリセリン、及びポリグリセリン
が挙げられる。
【００２９】
　界面活性剤は、乳化剤としての役割をし、使用時の毛髪脱色・脱染剤の粘度の調整又は
粘度安定性の向上のために使用される。界面活性剤としては、アニオン性、カチオン性、
両性及びノニオン性のいずれの界面活性剤を使用することもできる。
【００３０】
　アニオン性界面活性剤の具体例としては、例えばアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシ
エチレン（以下、ＰＯＥという。）アルキルエーテル硫酸塩、アルキル硫酸塩、アルケニ
ルエーテル硫酸塩、アルケニル硫酸塩、オレフィンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩
、飽和又は不飽和脂肪酸塩、アルキル又はアルケニルエーテルカルボン酸塩、α－スルホ
ン脂肪酸塩、Ｎ－アシルアミノ酸型界面活性剤、リン酸モノ又はジエステル型界面活性剤
、及びスルホコハク酸エステルが挙げられる。これらの界面活性剤のアニオン基の対イオ
ンは、例えばナトリウムイオン、カリウムイオン、及びトリエタノールアミンのいずれで
あってもよい。より具体的には、アルキル硫酸塩の具体例として、例えばラウリル硫酸ナ
トリウム、セチル硫酸ナトリウムが挙げられる。ＰＯＥアルキルエーテル硫酸塩の具体例
として、例えばＰＯＥラウリルエーテル硫酸ナトリウムが挙げられる。スルホコハク酸エ
ステルの具体例として、例えばスルホコハク酸ラウリル二ナトリウムが挙げられる。使用
されるアニオン性界面活性剤は一種類のみであってもよいし、あるいは二種類以上のアニ
オン性界面活性剤を組み合わせて使用してもよい。
【００３１】
　カチオン性界面活性剤の具体例としては、例えば塩化ラウリルトリメチルアンモニウム
、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ア
ルキルトリメチルアンモニウム、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、臭化セチルト
リメチルアンモニウム、臭化ステアリルトリメチルアンモニウム、エチル硫酸ラノリン脂
肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム、ステアリルトリメチルアンモニウムサ
ッカリン、セチルトリメチルアンモニウムサッカリン、塩化メタクリロイルオキシエチル
トリメチルアンモニウム、及びメチル硫酸ベヘニルトリメチルアンモニウムが挙げられる
。
【００３２】
　両性界面活性剤の具体例としては、例えばココベタイン、ラウラミドプロピルベタイン
、コカミドプロピルベタイン、ラウロアンホ酢酸ナトリウム、ココアンホ酢酸ナトリウム
、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、及びラウリルベタイン（ラウリルジメチルアミ
ノ酢酸ベタイン）が挙げられる。
【００３３】
　非イオン性界面活性剤の具体例としては、例えばエーテル型非イオン性界面活性剤、及
びエステル型非イオン性界面活性剤が挙げられる。エーテル型非イオン性界面活性剤の具
体例としては、例えばＰＯＥセチルエーテル（セテス）、ＰＯＥステアリルエーテル（ス
テアレス）、ＰＯＥベヘニルエーテル、ＰＯＥオレイルエーテル（オレス）、ＰＯＥラウ
リルエーテル（ラウレス）、ＰＯＥオクチルドデシルエーテル、ＰＯＥヘキシルデシルエ
ーテル、ＰＯＥイソステアリルエーテル、ＰＯＥノニルフェニルエーテル、及びＰＯＥオ
クチルフェニルエーテルが挙げられる。エステル型非イオン性界面活性剤の具体例として
は、例えばモノオレイン酸ＰＯＥソルビタン、モノステアリン酸ＰＯＥソルビタン、モノ
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パルミチン酸ＰＯＥソルビタン、モノラウリン酸ＰＯＥソルビタン、トリオレイン酸ＰＯ
Ｅソルビタン、モノステアリン酸ＰＯＥグリセリン、モノミリスチン酸ＰＯＥグリセリン
、テトラオレイン酸ＰＯＥソルビット、ヘキサステアリン酸ＰＯＥソルビット、モノラウ
リン酸ＰＯＥソルビット、ＰＯＥソルビットミツロウ、モノオレイン酸ポリエチレングリ
コール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、モノラウリン酸ポリエチレングリコ
ール、親油型モノオレイン酸グリセリン、親油型モノステアリン酸グリセリン、自己乳化
型モノステアリン酸グリセリン、モノオレイン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタ
ン、トリオレイン酸ソルビタン、モノステアリン酸ソルビタン、モノパルミチン酸ソルビ
タン、モノラウリン酸ソルビタン、ショ糖脂肪酸エステル、モノラウリン酸デカグリセリ
ル、モノステアリン酸デカグリセリル、モノオレイン酸デカグリセリル、及びモノミリス
チン酸デカグリセリルが挙げられる。
【００３４】
　使用される界面活性剤は一種類のみであってもよいし、あるいは二種類以上の界面活性
剤を組み合わせて使用してもよい。
　糖の具体例としては、例えばソルビトール、及びマルトースが挙げられる。
【００３５】
　防腐剤の具体例としては、例えばパラベンが挙げられる。
　安定剤の具体例としては、例えばフェナセチン、８－ヒドロキシキノリン、アセトアニ
リド、ピロリン酸ナトリウム、バルビツール酸、尿酸、及びタンニン酸が挙げられる。
【００３６】
　ｐＨ調整剤の具体例としては、例えばクエン酸、酒石酸、乳酸、リンゴ酸、コハク酸、
フマル酸、マレイン酸、ピロリン酸、グルコン酸、グルクロン酸、安息香酸、２－アミノ
－２－メチル－１，３－プロパンジオール、及び塩基性アミノ酸が挙げられる。
【００３７】
　酸化防止剤の具体例としては、例えばアスコルビン酸及び亜硫酸塩が挙げられる。
　キレート化剤の具体例としては、例えばエデト酸（エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ
））、エデト酸二ナトリウム、エデト酸四ナトリウム、ジエチレントリアミン五酢酸及び
その塩類、並びにヒドロキシエタンジホスホン酸（ＨＥＤＰ）及びその塩類が挙げられる
。
【００３８】
　酸化助剤の具体例としては、例えば、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム及び過硫酸
ナトリウムなどの過硫酸塩が挙げられる。酸化助剤は、脱色効果及び脱染効果をより向上
させるために使用される。
【００３９】
　第１剤の剤型は２５℃で液状である。本明細書でいう液状とは、流動性のあることをい
い、例えば、乳化状、ジェル状、及びクリーム状を含む概念である。第１剤中にアルカリ
剤としてアンモニア又はアンモニウム塩が含有されている場合、第１剤の剤型は乳化状で
あることが好ましい。それにより、アンモニア臭を低減させることができる。
【００４０】
　第１剤は、２５℃における粘度が２０００ミリパスカル秒（ｍＰａ・ｓ）以下であるこ
とが好ましく、１０００ｍＰａ・ｓ以下がより好ましい。第１剤の粘度が２０００ｍＰａ
・ｓ以下の場合、第２剤との混合性がより向上するとともに、保存容器内への充填が容易
となる。第１剤の粘度は、例えばＢ型粘度計を用い、２５℃及び１分間の測定条件で求め
ることができる。Ｂ型粘度計の具体例としては、例えばＢＬ型粘度計ＶＩＳＣＯＭＥＴＥ
Ｒ（東機産業株式会社製）を挙げることができる。使用するロータ及び回転速度は、測定
機器の測定可能な粘度範囲に従い適宜選択される。例えば、粘度範囲が１０ｍＰａ・ｓ以
下の場合、ＢＬアダプタを用い、６０ｒｐｍ／ｍｉｎの条件で求めることができる。粘度
範囲が１０～１００ｍＰａ・ｓの場合、１号ロータを用い、６０ｒｐｍ／ｍｉｎの条件で
求めることができる。粘度範囲が１００～５００ｍＰａ・ｓの場合、２号ロータを用い、
６０ｒｐｍ／ｍｉｎの条件で求めることができる。粘度範囲が５００～２０００ｍＰａ・
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ｓの場合、３号ロータを用い、６０ｒｐｍ／ｍｉｎの条件で求めることができる。粘度範
囲が２０００～１００００ｍＰａ・ｓの場合、４号ロータを用い、６０ｒｐｍ／ｍｉｎの
条件で求めることができる。粘度範囲が１００００～２００００ｍＰａ・ｓの場合、４号
ロータを用い、３０ｒｐｍ／ｍｉｎの条件で求めることができる。第１剤の粘度は、上述
した可溶化剤、水溶性高分子、油性成分、界面活性剤等の配合割合を変化させることによ
って適宜調節することができる。
【００４１】
　＜２剤式の毛髪脱色・脱染剤の第２剤＞
　第２剤に含まれる酸化剤は、毛髪に含まれるメラニンを脱色する働きをする。使用され
る酸化剤の例としては、例えば過酸化水素、過酸化尿素、過酸化メラミン、過炭酸ナトリ
ウム、過炭酸カリウム、過ホウ酸ナトリウム、過ホウ酸カリウム、過硫酸アンモニウム、
過酸化ナトリウム、過酸化カリウム、過酸化マグネシウム、過酸化バリウム、過酸化カル
シウム、過酸化ストロンチウム、硫酸塩の過酸化水素付加物、リン酸塩の過酸化水素付加
物、及びピロリン酸塩の過酸化水素付加物が挙げられる。
【００４２】
　第２剤中における酸化剤の含有量は、好ましくは０．１～１５．０質量％であり、より
好ましくは２．０～９．０質量％であり、最も好ましくは３．０～６．０質量％である。
酸化剤の含有量が０．１質量％未満では、毛髪中のメラニンを十分に脱色することができ
ない場合がある。酸化剤の含有量が１５．０質量％を超えると、毛髪脱色・脱染剤の塗布
により毛髪が損傷を受けることがある。
【００４３】
　第２剤が酸化剤として過酸化水素を含有する場合には、過酸化水素の安定性を向上させ
る安定化剤、例えばエチレングリコールフェニルエーテル（フェノキシエタノール）、ヒ
ドロキシエタンジホスホン酸及びその塩を第２剤に配合することが好ましい。ヒドロキシ
エタンジホスホン酸塩の具体例としては、例えばヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリ
ウム、及びヒドロキシエタンジホスホン酸二ナトリウムが挙げられる。
【００４４】
　第２剤は、第２剤中の各成分の作用を阻害しない限り、従来の毛髪脱色・脱染剤に一般
的に含まれる成分をさらに含有してもよい。例えば、前述した第１剤に含まれているアル
カリ剤以外の成分を本発明の効果を阻害しない範囲内において適宜配合してもよい。
【００４５】
　第２剤の剤型は２５℃で液状である。第１剤中にアンモニア又はアンモニウム塩が含有
されている場合、第２剤の剤型は乳化状であることが好ましい。それにより、第２剤を液
状の剤型を有する第１剤と混合させたときに、混合物の乳化構造の崩壊が抑制され、混合
物におけるアンモニア臭を抑制することができる。
【００４６】
　第２剤は、２５℃における粘度が２０００ミリパスカル秒（ｍＰａ・ｓ）以下であるこ
とが好ましく、１０００ｍＰａ・ｓ以下がより好ましい。第２剤の粘度が２０００ｍＰａ
・ｓ以下の場合、第１剤との混合性がより向上するとともに、保存容器内への充填が容易
となる。
【００４７】
　第２剤に含有される酸化剤が２５℃で固体状の場合、第１剤と第２剤を混合する直前に
第２剤に可溶化剤を添加することにより、第２剤は液状の剤型に調製される。ここで使用
される可溶化剤の例は、第１剤において使用される可溶化剤の具体例として先に説明した
のと同じである。
【００４８】
　毛髪脱色・脱染剤は、第１剤と第２剤を混合して振とうにより発泡させることによって
泡状の剤型とした後、必要量だけ薄手の手袋をした手、コーム（櫛）又は刷毛で毛髪に塗
布される。
【００４９】
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　＜３剤式の毛髪脱色・脱染剤＞
　３剤式の毛髪脱色・脱染剤は、例えば、アルカリ剤を含有する第１剤と、２剤式の毛髪
脱色・脱染剤の第２剤と同じ組成を有する第２剤と、２剤式の毛髪脱色・脱染剤の第１剤
からアルカリ剤を除いた組成を有する第３剤とから構成される。このようにして構成され
る３剤式の毛髪脱色・脱染剤は良好な保存安定性を有する。３剤式の毛髪脱色・脱染剤を
使用するときには、例えば、まず第１剤と第３剤を混合して液状の混合物を調製した後、
次にその混合物を液状の第２剤と混合することが行われる。その後、振とうによる発泡に
より得られる泡状の剤型で毛髪脱色・脱染剤は毛髪に適用される。
【００５０】
　次に、泡状の剤型を有する毛髪脱色・脱染剤を調製するのに使用される毛髪化粧用品に
ついて図１及び図２を参照して説明する。以下の説明は、２剤式の毛髪脱色・脱染剤を使
用した場合の例を示しているが、３剤式の毛髪脱色・脱染剤を使用した場合もこれとほぼ
同様である。
【００５１】
　図１に示されるように、毛髪化粧用品は、毛髪脱色・脱染剤１０と、毛髪脱色・脱染剤
１０を振とうするための発泡用具としての液密に閉塞可能な容器２０とを含む。毛髪脱色
・脱染剤１０の第１剤１１及び第２剤１２は、使用時まで個別に包装された状態で容器２
０内に収容して保管される。第１剤１１及び第２剤１２の包装形態は、液状の剤を保存可
能な形態であれば特に限定されず、例えばボトル包装、ピロー包装、及びチューブ包装の
いずれであってもよい。
【００５２】
　図１（ａ）に示されるように、容器２０は、有底円筒状の容器本体２１と、容器本体２
１の開口部を閉塞する半球状の蓋体２２とを備えている。容器本体２１は、底部よりも開
口部が拡径した形状を有している。また、容器本体２１の内面は曲面状をなしている。
【００５３】
　蓋体２２の周縁にはフランジ状の嵌合部が形成されており、この嵌合部は容器本体２１
の開口部に嵌合するようになっている。図１に示す容器２０では、蓋体２２の嵌合部を容
器本体２１の開口部に嵌合させて蓋体２２を回転させることで容器本体２１に対して蓋体
２２が液密に装着される。
【００５４】
　容器２０は、個別に包装された状態の第１剤１１及び第２剤１２を収容可能に形成され
ている。すなわち、図１（ａ）に示されるように、容器２０は、毛髪脱色・脱染剤１０の
使用時まで第１剤１１及び第２剤１２をまとめて保管する外装容器として使用される。容
器２０の中には、第１剤１１及び第２剤１２だけでなく、毛髪の脱色・脱染処理時に用い
られる手袋、説明書等の付属品を収容してもよい。容器２０は、軽量化の観点から、樹脂
、又は耐水性を付与した紙から形成されることが好ましい。また、容器本体２１の外面に
は、例えばシュリンクフィルムを用いた印刷を付与することもできる。
【００５５】
　使用時にはまず、容器本体２１から蓋体２２を取り外し、個別包装された第１剤１１及
び第２剤１２を容器本体２１内から取り出す。次に、第１剤１１及び第２剤１２の包装を
開封し、図１（ｂ）に示されるように第１剤１１及び第２剤１２を容器本体２１に投入す
る。これにより、容器本体２１内で第１剤１１と第２剤１２が接触し、混合物１３が得ら
れる。続いて、図１（ｃ）に示されるように容器本体２１に蓋体２２を装着し、容器２０
を上下に振る。このとき、容器２０内では、第１剤１１と第２剤１２の混合が進むととも
に、振とうにより混合物１３に空気が混入される。こうして混合物１３に空気を振り混ぜ
ることにより、混合物１３は発泡する。そして、容器２０を所定の回数振った後、振るの
を止めることで、発泡は完了する。こうして得られた泡状の毛髪脱色・脱染剤１４は、図
１（ｄ）に示されるように、容器本体２１から蓋体２２を取り外した後、容器本体２１内
から例えば手で直接取り出して毛髪に塗布される。毛髪脱色・脱染剤は泡状であるために
、液だれを起こすことなく毛髪に容易に馴染むことができる。毛髪に毛髪脱色・脱染剤を
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塗布した後、放置している間に毛髪の脱色又は脱染は進行する。所定時間の経過後、水又
は温水で毛髪を洗って毛髪上の毛髪脱色・脱染剤を落とし、毛髪の脱色又は脱染処理は完
了する。
【００５６】
　図２に示されるように、容器本体２１は底部よりも開口部が拡径した有底筒状の形状を
有していることで、容器本体２１内の泡状の毛髪脱色・脱染剤１４を例えば手で容易に取
り出せる。また、容器本体２１の内面が曲面状をなしていることで、容器本体２１内の泡
状の毛髪脱色・脱染剤１４を多く残さずに取り出すことが手でも容易にできる。
【００５７】
　毛髪脱色・脱染剤の第１剤１１と第２剤１２の混合物１３の体積（ｍＬ）に対する容器
２０の内容量（ｍＬ）の比率（ｍＬ／ｍＬ）は、好ましくは１．２～１５、さらに好まし
くは２～１５、特に好ましくは３～１５の範囲である。この比率が１．２以上の場合、混
合物１３の入った容器２０内に空きスペースが確保されやすくなるため、振とうによる混
合物１３への空気の混入が促進される。その結果、混合物１３を十分に発泡させるまでに
必要な振とう回数を削減することができる。ただし、前記比率が１５を超えると、発泡完
了後の容器２０内に余剰の空間が増すことで、容器２０内の泡状の毛髪脱色・脱染剤１４
を取り出しにくくなるおそれがある。
【００５８】
　容器２０の内容量は、使用する第１剤１１及び第２剤１２の量により適宜設定されるが
、好ましくは１５０～１５００ｍＬ、より好ましくは４００～１０００ｍＬ、さらに好ま
しくは６００～８００ｍＬである。容器２０の内容量が１５０ｍＬ以上である場合には、
毛髪を脱色又は脱染するときに一般的に必要とされる量の第１剤１１及び第２剤１２を容
器２０内で良好に混合することができる。ただし、容器２０の内容量が１５００ｍＬを超
えると、容器２０が大きくなりすぎることで取り扱いにくくなるなどの不都合がある。
【００５９】
　容器２０は、径方向の寸法よりも高さ方向の寸法が大きくなっている。そのため、容器
２０の把持が容易である。図２においてｈ１で示される容器２０内の収容空間の高さｈ１
は、１０～２５ｃｍが好ましい。この高さｈ１が１０ｃｍ以上の場合、容器２０の内容量
を十分に確保しやすい。ただし、高さｈ１が２５ｃｍを超えると、容器２０が大きくなり
すぎることで取り扱いにくくなるなどの不都合がある。
【００６０】
　図２においてｈ２で示される発泡前の毛髪脱色・脱染剤の混合物１３の容器２０内での
高さ（ｃｍ）に対する容器２０内の収容空間の高さｈ１（ｃｍ）の比率（ｈ１／ｈ２）は
、２～１５の範囲であることが好ましい。ｈ１／ｈ２が２以上の場合、混合物１３の入っ
た容器２０内に空きスペースが確保されやすくなるため、振とうによる混合物１３への空
気の混入が促進される。その結果、混合物１３を十分に発泡させるまでに必要な振とう回
数を削減することができる。ただし、ｈ１／ｈ２が１５を超えると、発泡完了後の容器本
体２１内に余剰の空間が増すことで、容器本体２１内の泡状の毛髪脱色・脱染剤１４を取
り出しにくくなるおそれがある。
【００６１】
　本実施形態は以下の利点を有する。
　（１）本実施形態に係る毛髪脱色・脱染剤の第１剤と第２剤はいずれも液状である。し
たがって、第１剤と第２剤を混合して振とうにより発泡させることによって泡状の剤型の
毛髪脱色・脱染剤を形成するに際し、両剤の混合性を向上させることができる。
【００６２】
　（２）好ましくは、泡状の剤型の毛髪脱色・脱染剤を得るための振とうによる発泡は、
１５０～１５００ｍＬの内容量を有する液密に閉塞可能な容器を用いて行われる。この場
合、第１剤と第２剤の混合性をより向上させることができるとともに、塗布操作性を向上
させることができる。
【００６３】
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　（３）好ましくは、第１剤又は第２剤の粘度は２０００ｍＰａ・ｓ以下である。この場
合、両剤の混合性をより向上させることができる。
　（４）脱色効果を向上させるために第１剤にアルカリ剤としてアンモニア又はアンモニ
ウム塩を配合した場合、第１剤の剤型は乳化状であることが好ましい。この場合、第１剤
のアンモニア臭を低減することができる。
【００６４】
　（５）脱色効果を向上させるために第１剤にアルカリ剤としてアンモニア又はアンモニ
ウム塩を配合した場合、第２剤の剤型は乳化状であることが好ましい。この場合、第１剤
と第２剤の混合物におけるアンモニア臭を抑制することができる。
【００６５】
　（６）スクイズ式泡吐出容器を用いて泡状の剤型に毛髪脱色・脱染剤を形成する場合、
容器をスクイズするのに比較的大きな力が必要であって手が疲れやすい。これに対し、本
実施形態では、泡状の毛髪脱色・脱染剤を容器から手で直接取り出して毛髪に塗布するた
め、そのような手の疲れはない。
【００６６】
　（７）また、スクイズ式泡吐出容器の場合、容器内の毛髪脱色・脱染剤を残さず吐出さ
せることが難しい。これに対し、本実施形態で採用している手で直接容器から泡状の毛髪
脱色・脱染剤を取り出す方法は、容器内の泡状の毛髪脱色・脱染剤を多く残さずに取り出
すことが容易である。
【００６７】
　（８）また、ディップチューブのないスクイズ式泡吐出容器の場合、スクイズを止める
と吐出口から空気が流入し、その空気の流れにより消泡するおそれがある。これに対し、
本実施形態で採用している手で直接容器から泡状の毛髪脱色・脱染剤を取り出す方法は、
そのような空気の流れによる消泡のおそれがない。
【００６８】
　（９）本実施形態に係る毛髪脱色・脱染剤の第１剤は液状であるため、粉末状の場合に
は配合が困難な毛髪の感触や明度の向上並びに粘度安定性の向上に関連する油性成分及び
界面活性剤を配合することが容易である。
【００６９】
　（第２実施形態）
　以下、本発明の毛髪化粧料組成物を染毛剤に具体化した第２実施形態について説明する
。第２実施形態に係る染毛剤は、第１剤と第２剤とから構成される２剤式である。以下、
第１実施形態の毛髪脱色・脱染剤との相違点を中心に説明する。
【００７０】
　染毛剤の第１剤は、例えばアルカリ剤、可溶化剤及び酸化染料を含有する。第１剤に含
有されるアルカリ剤及び可溶化剤の例としては、第１実施形態の毛髪脱色・脱染剤におい
て使用されるアルカリ剤及び可溶化剤の具体例として先に説明したのと同じである。
【００７１】
　酸化染料は、染毛剤の第２剤に含有される酸化剤による酸化重合に起因して発色可能で
あり、少なくとも染料中間体を含んでいる。酸化染料は、染料中間体に加えてカプラーを
含んでもよい。
【００７２】
　染料中間体の具体例としては、例えばｐ－フェニレンジアミン、トルエン－２，５－ジ
アミン（パラトルイレンジアミン）、Ｎ－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、４，４'
－ジアミノジフェニルアミン、ｐ－アミノフェノール、ｏ－アミノフェノール、ｐ－メチ
ルアミノフェノール、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－ｐ－フェニレンジアミン
、２－ヒドロキシエチル－ｐ－フェニレンジアミン、ｏ－クロル－ｐ－フェニレンジアミ
ン、４－アミノ－ｍ－クレゾール、２－アミノ－４－ヒドロキシエチルアミノアニソール
、２，４－ジアミノフェノール、及びそれらの塩が挙げられる。使用される染料中間体は
一種類のみであってもよいし、あるいは二種類以上の染料中間体を組み合わせて使用して
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もよい。
【００７３】
　カプラーは、染料中間体と結合することにより発色する。カプラーの具体例は、例えば
レゾルシン、５－アミノ－ｏ－クレゾール、ｍ－アミノフェノール、α－ナフトール、５
－（２－ヒドロキシエチルアミノ）－２－メチルフェノール、ｍ－フェニレンジアミン、
２，４－ジアミノフェノキシエタノール、トルエン－３，４－ジアミン、２，６－ジアミ
ノピリジン、ジフェニルアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－ｍ－アミノフェノール、フェニルメ
チルピラゾロン、及びそれらの塩が挙げられる。使用されるカプラーは一種類のみであっ
てもよいし、あるいは二種類以上のカプラーを組み合わせて使用してもよい。染料中間体
とカプラーの両方を含んだ酸化染料は、毛髪の色調を所望に変化させることが容易なため
に好ましく使用される。
【００７４】
　染毛剤の第１剤は、例えば「医薬部外品原料規格」（２００６年６月発行、薬事日報社
）に収載されている酸化染料、及び直接染料から選ばれる少なくとも一種をさらに適宜含
有してもよい。直接染料の具体例としては、例えば酸性染料、ニトロ染料、塩基性染料（
カチオン染料）、及び分散染料が挙げられる。ニトロ染料の具体例として、例えば４－ニ
トロ－ｏ－フェニレンジアミンが挙げられる。
【００７５】
　また、第１剤は必要に応じて前述した成分以外の成分、例えば第１実施形態に係る毛髪
脱色・脱染剤の第１剤に含まれるアルカリ剤及び可溶化剤以外の成分をさらに含有しても
よい。
【００７６】
　染毛剤の第２剤は、例えば、第１実施形態に係る毛髪脱色・脱染剤の第２剤と同じ組成
を有する。
　第１剤及び第２剤の剤型は２５℃で液状である。
【００７７】
　第２実施形態に係る染毛剤は、第１剤と第２剤を混合して振とうにより発泡させること
によって泡状の剤型とした後、必要量だけ薄手の手袋をした手、コーム（櫛）又は刷毛で
毛髪に塗布される。泡状の剤型を有する染毛剤の調製は、第１実施形態に係る毛髪脱色・
脱染剤の場合と同様、図１，２に示される毛髪化粧用品（発泡用具）を使用して行っても
よい。
【００７８】
　第２実施形態は第１実施形態の利点に加えて以下の利点を有する。
　（１０）第２実施形態に係る染毛剤の第１剤と第２剤はいずれも液状である。したがっ
て、第１剤と第２剤を混合して振とうにより発泡させることによって泡状の剤型の染毛剤
を形成するに際し、両剤の混合性を向上させることができる。
【００７９】
　（１１）第２実施形態に係る染毛剤の第１剤は液状であるため、粉末状の場合には配合
が困難な毛髪の感触や染毛性の向上並びに粘度安定性の向上に関連する油性成分及び界面
活性剤を配合することが容易である。
【００８０】
　前記第１及び第２実施形態は以下のように変更されてもよい。
　・第１及び第２実施形態の毛髪化粧料組成物において、第１剤及び第２剤のうちの一方
が２０００ｍＰａ・ｓ以下の粘度を有する場合、もう一方の剤の粘度は特に限定されない
。ただし、好ましくは２００００ｍＰａ・ｓ以下である。この場合、両剤の混合性をより
向上させることができる。
【００８１】
　・第２実施形態の２剤式の染毛剤を３剤式に変更して構成してもよい。また、第１実施
形態の毛髪脱色・脱染剤及び第２実施形態の染毛剤を４つ以上の剤からなる多剤式に変更
して構成してもよい。ただしそのいずれの場合も、使用時には複数の液状の剤同士を混合
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することが行われる必要がある。
【００８２】
　・第１及び第２実施形態の毛髪化粧料組成物において、第１剤又は第２剤に含有される
可溶化剤をその他の成分とは別に使用時まで保存してもよい。この場合、第１剤又は第２
剤の可溶化剤以外の成分は固体状で保存され、使用直前に可溶化剤と混合することにより
、液状の第１剤又は第２剤が調製される。
【００８３】
　・第１及び第２実施形態において泡状の毛髪化粧料組成物を得るために行われる発泡操
作を次のように変更してもよい。すなわち、発泡前の毛髪化粧料組成物に振動を加えて空
気を混入させることにより、毛髪化粧料組成物を泡状にしてもよい。あるいは、発泡前の
毛髪化粧料組成物に回転を加えて空気を混入させることにより、毛髪化粧料組成物を泡状
にしてもよい。つまり、毛髪化粧料組成物の振とうによる発泡とは、毛髪化粧料組成物に
空気を振り混ぜること、毛髪化粧料組成物に振動を加えること、及び毛髪化粧料組成物に
回転を加えることのいずれかにより毛髪化粧料組成物を泡状にすることを意味する。
【００８４】
　こうした発泡操作の種類に応じて、毛髪化粧料組成物を発泡させるのに使用される発泡
用具を変更することができる。例えば、主として毛髪化粧料組成物に振動を加えて発泡さ
せる場合には、発泡用具としては例えば加振機、及び手動式泡立て器が好適である。また
、主として毛髪化粧料組成物に回転を加えて発泡させる場合には、発泡用具としては例え
ば撹拌棒、撹拌子、及び電動式泡立て器が好適である。このような発泡用具を用いた発泡
は、例えば上端に開口を有する容器に毛髪化粧料組成物を投入して、その容器内で行われ
る。このいずれの場合も、毛髪化粧料組成物を容易かつ良好に発泡させることができる。
【００８５】
　・図１及び図２に示す容器２０の容器本体２１は、有底円筒状に限られず、例えば有底
角筒状であってもよい。また、蓋体２２の形状を、例えば容器本体２１の形状に応じて適
宜変更してもよい。
【００８６】
　・使用前の個別に包装された状態の第１剤及び第２剤は、図１（ａ）に示すように容器
２０に収容して保存されるに限られない。すなわち、第１剤と第２剤の少なくとも一方を
容器外で保存してもよい。
【００８７】
　・毛髪化粧料組成物に空気を振り混ぜて発泡させるに際して、図１（ｃ）に示すように
容器２０を上下に振るのではなく、例えば容器２０を把持している手の手首を捻るように
して容器２０を振ってもよい。
【実施例】
【００８８】
　次に、実施例及び比較例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら
の実施例に限定されない。
　実施例１～１５及び比較例１の染毛剤を調製した。実施例１～１５の染毛剤は、液状の
第１剤及び液状の第２剤からなる２剤式である。ただし、実施例１５の染毛剤の第２剤は
乳化状（乳液）の剤型を有する。比較例１の染毛剤は、粉末状の第１剤及び液状の第２剤
からなる２剤式である。実施例１～１５及び比較例１の染毛剤の第１剤及び第２剤はそれ
ぞれ表１に示す組成を有する。表１において染毛剤の各成分の含有量を表している数値の
単位は質量％である。実施例１～１５の染毛剤の第１剤と第２剤は１：１の質量比で混合
した。比較例１の染毛剤の第１剤と第２剤は１：５の質量比で混合した。第１剤と第２剤
の混合に際しては、図１に示される容器２０と同じ形状の容器を使用した。実施例１～１
５及び比較例１の各染毛剤に対して使用した容器の内容量を表１の“容器の内容量”欄に
示している。また、各容器内に投入した第１剤と第２剤の量の合計を表１の“第１剤及び
第２剤の混合液の体積”欄に示している。各染毛剤の第１剤と第２剤を容器内に投入した
後、容器を上下に２０回振って第１剤と第２剤の混合物に空気を振り混ぜた。その結果、
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泡状の剤型を有する染毛剤を得た。
【００８９】
　＜混合性＞
　実施例１～１５及び比較例１の各染毛剤の第１剤に予め着色剤を添加しておき、その着
色された第１剤と無色の第２剤を容器内に投入した。その後、容器を１０℃の雰囲気下に
おいて、均一の振とう力で上下に２０回振ることにより、泡状の染毛剤を得た。得られた
泡状の染毛剤の色ムラの有無を２０名のパネラーが目視にて観察し、色ムラが全くない（
５点）、色ムラがほとんどない（４点）、色ムラが少ない（３点）、色ムラがやや多い（
２点）及び色ムラが多い（１点）の５段階で採点した。各染毛剤の第１剤と第２剤の混合
性について、この採点の結果の平均値が４．６点以上を「優れる：５」、３．６点以上４
．６点未満を「良好：４」、２．６点以上３．６点未満を「可：３」、１．６点以上２．
６点未満を「やや不良：２」及び１点以上１．６点未満を「不良：１」と評価した。評価
結果を表１の“混合性の評価”欄に示す。
【００９０】
　＜操作性＞
　実施例１～１５及び比較例１の各染毛剤の第１剤と第２剤を投入した容器を上下に振る
ことにより泡状の剤型を得るのに必要な振とう力について、２０名のパネラーが、
　僅かな振とう力で容易に泡状の剤型に形成することができた（５点）、
　弱い振とう力で容易に泡状の剤型に形成することができた（４点）、
　やや弱い振とう力で泡状の剤型に形成することができた（３点）、
　やや強い振とう力で泡状の剤型に形成することができた（２点）、
　強い振とう力で泡状の剤型に形成することができた（１点）の５段階で採点した。各染
毛剤の操作性について、この採点の結果の平均値が４．６点以上を「優れる：５」、３．
６点以上４．６点未満を「良好：４」、２．６点以上３．６点未満を「可：３」、１．６
点以上２．６点未満を「やや不良：２」及び１点以上１．６点未満を「不良：１」と評価
した。評価結果を表１の“操作性の評価”欄に示す。
【００９１】
　＜染毛力＞
　実施例１～１５及び比較例１で得られた泡状の剤型の各染毛剤を黒毛のウィッグに刷毛
を用いて塗布し、室温（２５℃）にて３０分間放置した。次に、ウィッグに付着した染毛
剤を水で洗い流した後、ウィッグにシャンプーを２回、及びリンスを１回施した。続いて
、ウィッグを温風で乾燥した後、一日間放置することにより染色処理ウィッグを得た。こ
うして得られた各染色処理ウィッグを２０名のパネラーが標準光源下で目視にて観察し、
発色が良いか否かを判断した。発色が良いと答えたパネラーの人数が２０人中１７人以上
であった場合には５、１３～１６人であった場合には４、９～１２人であった場合には３
、５～８人であった場合には２、４人以下であった場合には１と評価した。評価結果を表
１の“染毛力の評価”欄に示す。
【００９２】
　＜臭気＞
　実施例１５及び比較例１で得られた泡状の剤型の各染毛剤を黒毛のウィッグに刷毛を用
いて塗布する際のアンモニア臭について、臭気がない（５点）、臭気がほとんどない（４
点）、臭気が少ない（３点）、やや臭気がある（２点）及び臭気がある（１点）の５段階
で２０名のパネラーが採点した。この採点結果の平均値が４．６点以上を「優れる：５」
、３．６点以上４．６点未満を「良好：４」、２．６点以上３．６点未満を「可：３」、
１．６点以上２．６点未満を「やや不良：２」及び１点以上１．６点未満を「不良：１」
と評価した。評価結果を表１の“臭気の評価”とした。
【００９３】
　＜粘度＞
　実施例１～１５及び比較例１の各染毛剤の第１剤及び第２剤のそれぞれを１５０ｍＬの
容器中に約１００ｍＬ入れ、ＢＬ型粘度計ＶＩＳＣＯＭＥＴＥＲ（東機産業株式会社製）
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を使用して２５℃及び１分間の条件で粘度の値を測定した。ロータ及びモータの回転数は
、本機器の測定可能な粘度範囲に従い選択した。尚、比較例１の染毛剤の第１剤は粉末状
の剤型であるため粘度を測定していない。測定結果を表１の“第１剤の粘度”欄及び“第
２剤の粘度”欄に示す。
【００９４】
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【表１】

　表１に示されるように、実施例１～１５の染毛剤では、混合性について高い評価が得ら
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れた。一方、粉末状の第１剤と液状の第２剤からなる比較例１の染毛剤にでは、混合性の
評価が実施例１～１５の染毛剤の場合に比べて低かった。また、第２剤が液状である比較
例１の染毛剤では、第２剤が乳液状である実施例１５の染毛剤の場合に比べて臭気の評価
が低かった。

【図１】 【図２】
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